
国民年金保険料は前納（まとめて前払い）がお得！�
問 市民課（市役所１階）☎88‐8102

【令和8年度の国民年金保険料▶
　月額１万7,920円】
　保険料は、前納（まとめて前払い）すると割
引があります。
現金（納付書）での前納
　６か月分（４月分～９月分）、１年分、２年
分の納付期限は４月末日です。
　また、任意の月から当年度（または翌年度）
の３月分まで前納することも可能です。（要
申込）

　国民年金保険料の納付書は、４月上旬に日
本年金機構より発送されます。金融機関等ま
たはコンビニエンスストア、電子（キャッシュ
レス）決済でお支払いください。ただし、納
付額が30万円を超える場合、コンビニエンス
ストア、電子決済での納付はできませんので、
金融機関等で納付ください。
※�口座振替・クレジットカード納付による令

和8年４月分からの前納の新規申込みは令
和8年２月末日で終了しました

1か月分(通常) 6 ヵ月分前納 1年分前納 2年分前納

前納での納付額 1万7,920円 10万6,650円 21万1,220円 41万8,510円

割引額 － 870円 3,820円 1万6,010円

現金（納付書）での前納割引額

年 金

暮らしの情報暮らしの情報
Information

暮らしの情報暮らしの情報
Information

３月定例市議会当初予算などを可決�
問 議会事務局（市役所３階）☎88‐8100

　3月定例市議会が2
月25日～ 3月19日23
日間の日程で開かれ
ました。
　水上市長は招集あ
いさつで、勝山中学
校の建設および開校に向けた進捗状況や勝山
の未来を担う子どもたち自身の
夢を応援する「1

い い こ
15プロジェク

ト」などについて述べました。

決まった内容

予算
可決
〇�令和8年度予算
　（一般会計・特別会計5件、企業会計2件）
〇令和8年度補正予算（一般会計）
〇令和7年度補正予算
　（一般会計・特別会計5件・企業会計2件）
承認
〇�令和7年度一般会計補正予算に関する専決

処分（第6号・第7号）
条例

制定された条例
・�特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例
一部改正された条例
・�勝山市特別職の職員の給与及び旅費に関する

条例
・�勝山市職員の給与に関する条例
・市税条例　　　・国民健康保険条例
・�手数料条例　　・火災予防条例
・�乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例
・�勝山市下水道条例及び勝山市水道事業給水

条例
・�勝山市火入れに関する条例

廃止された条例
・�勝山温泉センター「水芭蕉」の設置及び管理

に関する条例
・�勝山温泉センター特別会計条例

その他
可決
・第5次勝山市地域福祉計画の策定
・�第2次勝山市過疎地域持続的発展計画の策定
・財産の処分について
・李江嵐議員に対する辞職勧告決議
同意
・�勝山市教育委員会教育長の任命について
異議がない
・�人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについて（3件）
採択
・�東京都新宿区において顕在化した事例を受

けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関す
る早期の実態把握と再発防止を求める陳情

趣旨採択
・�「地域医療・介護を崩壊させないために機敏

な診療・介護報酬改定を求める意見書」の採
択を求める陳情書

継続審査
・スクールバス停留所に関する陳情書
・�「友楽喜」廃止・活動移動について、市民の

同意と、議会制に基づく丁寧な手続きを求
める陳情書

・勝山市議会への陳情書（友楽喜の存続について） 

議 会

招集あいさつ
全文はこちら

審議結果
はこちら

一般質問
動画はこちら

6月定例会一般質問予定日6月定例会一般質問予定日

6月15日㈪・16日㈫
両日とも10:00 ～ 会期日程はこちら

※令和9年度の保険料額は、月額1万8,290円（予定）です

今年もやります！皆さんの「チャレンジ」応援事業！�
問 未来創造課（市役所2階）☎88‐1115

応 援

　「こんなことやってみたい」というアイデアを、5人以上のグループで形にし
てみませんか？
　市では、市民のチャレンジを「ちょいチャレ応援事業」「わくわくクラウドファ
ンディング応援事業」で応援します。

対象者▶�5人以上で、8割以上が勝山市民で構成する団体（代表者が市民であること）
申請方法▶�まずは未来創造課までご相談ください。
　　　　　日中時間がとれない方は、オンライン相談フォームをご利用ください。

【ちょいチャレ応援事業】
対象事業▶市民向けイベントの他、幅広いジャンルの事業
補�助金額▶上限10万円

【わくわくクラウドファンディング応援事業】
対象事業▶�市民団体が実施するクラウドファンディング（CF）を活用したイベン

トやものづくり（事業費20万円以上、CF目標金額が事業費の1/2以上、
CF目標金額を達成した場合にのみ支援）

補�助金額▶①事業費の1/2（上限50万円） ②CF手数料（上限6万円）

ちょいチャレの
詳細はこちら

わくわくクラファン
の詳細はこちら
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